
資
金
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
に
、
「
第
二
種
学
資
金
」
を
「
第
二
種
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
一

種
学
資
金
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
種
学
資
金
」
を
「
第
二
種
学
資
貸
与
金
」
に
改
め

、
「
そ
の
学
資
金
」
を
「
そ
の
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
種
学
資
金
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」

、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
種
学
資
金
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
に
、
「
第
二
種
学
資
金
」
を
「
第
二
種
学
資
貸
与
金
」

、
「
第
二
種
学
資
金
」
を
「
第
二
種
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
学
資
金
」
を
「
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
る
。

改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
「
学
資
金
」
を
「
「
学
資
貸
与
金
」
に
、
「
学
資
金
（
」
を
「
学
資
貸
与
金
（
」
に
、
「
第
一
種
学

第
三
条
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
貸
与
」
の
下
に
「
及
び
支
給
」
を
加
え
る
。

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
前
の
見
出
し
中
「
返
還
」
を
「
学
資
貸
与
金
の
返
還
」
に
改
め
、
同
条
中
「
学
資
金
」
を
「
学
資
貸
与
金
」

第
十
六
条
中
「
第
一
種
学
資
金
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
に
、
「
そ
の
学
資
金
」
を
「
そ
の
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
る
。

目
次
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
七
条
の
五
」
に
改
め
る
。

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

シ
」Ｉ 一

」Ｉに

1 ‐■■



第
十
七
条
の
三
機
構
は
、
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
文

第
十
七
条
の
二
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
と
し
て
支
給
す
る
資
金
（
以
下
「
学
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
支
給
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

２
学
資
支
給
金
の
額
は
、
学
校
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
か
ら
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
学
資
支
給
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部

第
十
七
条
中
「
学
資
金
」
を
「
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

び
方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対

し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

は
、
優
れ
た
学
生
等
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及

又
は
一
部
を
返
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
学
資
支
給
金
の
返
還
）

（
学
資
の
支
給
）

2－ー



第
二
十
三
条
の
二
機
構
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
に
係
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

第
十
七
条
の
五
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な

第
十
七
条
の
四
機
構
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
国
税
徴
収

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
中
「
第
一
種
学
資
金
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
る
。

と
が
で
き
る
。

二
学
生
等
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

、
ｐ
ｏ

Ｖ の
例
に
よ
り
、
そ
の
者
か
ら
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
学
資
支
給
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ

（
学
資
支
給
基
金
）

（
受
給
権
の
保
護
）

（
不
正
利
得
の
徴
収
）
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第
二
十
三
条
の
三
機
構
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（
学
資
支
給
基
金
を
こ
れ
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
も
の
に
限

３
通
則
法
第
四
十
七
条
及
び
第
六
十
七
条
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
学
資
支
給
基
金
の
運
用
に
つ

４
政
府
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
、
学
資
支
給
基
金
に
充
て
る
資
金
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き

２
学
資
支
給
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
子
そ
の
他
の
収
入
金
は
、
学
資
支
給
基
金
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

補
填
の
契
約
が
あ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

資
支
給
基
金
に
充
て
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
政
府
以
外
の
者
か
ら
出
え
ん
さ
れ
た
金
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
を
も
つ

第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
又
は
第
十
七
条
」
を
「
、
第
十
七
条
又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
学
資
支
給
基
金
を
設
け
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
補
助
金
の
金
額
及
び
学

る
。
）
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

プ
（
》
。

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
四
十
七
条
第
三
号
中
「
金
銭
信
託
」
と
あ
る
の
は
、
「
金
銭
信
託
で
元
本

て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

（
区
分
経
理
）

い
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」
に
改
め
、
「
又
は
第
十
六
条
」
の
下
に
「
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
を
加
え
、
「
、
第
十
六
条
」
を
「
若
し
く

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条
文
部
科
学
大
臣
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
省
令
を
定
め
よ

は
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
返
還
を
免
除
し
た
と
き
」
に
改
め
、
「
第
二
十
三
条
第
三
項
」
の
下
に
「

の
規
定
に
よ
り
第
一
種
学
資
金
」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
四
条
第
三
項
中
「
「
学
資
金
」
を
「
「
学
資
貸
与
金
」
に
、
「
第
一
種
学
資
金
に
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
に

第
三
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
財
務
大
臣
と
の
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
通
則
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
学
資
支
給
基
金
を
運
用
し
た

（
施
行
期
日
）

（
準
備
行
為
）

１
ン
」
生
き
」
０

附

則
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第
五
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
貸
与
」
の
下
に
「
及
び
支
給
」
を
加
え
る
。

第
四
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
学
資
の

第
三
条
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

支
給
に
係
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
見

直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

正
…

二
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十

一
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
別
表
第
一
の
四
十
七
の
五
の
項

（
住
民
基
本
台
帳
法
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

（
検
討
）

（
政
令
へ
の
委
任
）

七
号
）
別
表
第
一
の
八
十
一
の
項
及
び
別
表
第
二
の
百
六
の
項

『
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学
生
等
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
学
資
を
支
給
す
る
業
務

を
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
の
業
務
に
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

大
学
等
に
お
け
る
教
育
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
り
、
も
っ
て
教
育
の
機
会
均
等
に
寄
与
す
る
た
め
、
特
に
優
れ
た

理
由

‐7‐



独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）

（
樵
擢
α
目
献
）
（
梢
棺
伍
巨
猷
）

三
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
第
三
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」

と
い
う
。
）
は
、
教
育
の
機
会
均
等
に
寄
与
す
る
た
め
に
学
資
と
い
う
。
）
は
、
教
育
の
機
会
均
等
に
寄
与
す
る
た
め
に
学
瞥

の
貸
与
及
び
支
給
そ
の
他
学
生
等
（
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
貸
与
そ
の
他
学
生
等
（
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
学
生
並

の
学
生
並
び
に
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
い
う
。
以
下
び
に
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

同
じ
。
）
の
修
学
の
援
助
を
行
い
、
大
学
等
（
大
学
、
高
等
専
の
修
学
の
援
助
を
行
い
、
大
学
等
（
大
学
、
高
等
専
門
学
校
及

門
学
校
及
び
専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
び
専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
学

〕
）
が
学
生
等
に
対
し
て
行
う
修
学
、
進
路
選
択
そ
の
他
の
事
生
等
に
対
し
て
行
う
修
学
、
進
路
選
択
そ
の
他
の
事
項
に
関
す

項
に
関
す
る
相
談
及
び
指
導
に
つ
い
て
支
援
を
行
う
と
と
も
に
る
相
談
及
び
指
導
に
つ
い
て
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
留
学
生

・
留
学
生
交
流
（
外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ
及
び
外
国
へ
の
留
交
流
（
外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ
及
び
外
国
へ
の
留
学
生
の
派

学
生
の
派
遣
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
推
進
を
図
る
た
め
の
遣
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
推
進
を
図
る
た
め
の
事
業
を
行

事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
大
学
等
に
お
い
て
学
ぶ
う
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
大
学
等
に
お
い
て
学
ぶ
学
生
等
に

学
生
等
に
対
す
る
適
切
な
修
学
の
環
境
を
整
備
し
、
も
っ
て
次
対
す
る
適
切
な
修
学
の
環
境
を
整
備
し
、
も
っ
て
次
代
の
社
会

代
の
社
会
を
担
う
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
の
を
担
う
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
の
育
成
に
瞥

育
戎
に
資
す
る
と
と
も
に
、
国
際
相
互
理
解
の
増
進
に
寄
与
す
す
る
と
と
も
に
、
国
際
相
互
理
解
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を

肘弟弟
目｜一 I D

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

1

改
正
案

現
行



（
業
務
の
範
囲
）

第
十
三
条
機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の

業
務
を
行
う
。

一
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
優
れ
た
学
生
等

に
対
し
、
学
資
の
貸
与
及
び
支
給
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行

奉
司
琢
》
」
‐
シ
」
◎

二
～
十
（
略
）

２
（
略
）

（
学
資
の
貸
与
）

第
十
四
条
前
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
と
し
て
貸
与

す
る
資
金
（
以
下
「
学
資
貸
与
金
」
と
い
う
。
）
は
、
無
利
息

の
学
資
貸
与
金
（
以
下
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
と
い
う
。
）

及
び
利
息
付
き
の
学
資
貸
与
金
（
以
下
「
第
二
種
学
資
貸
与
金

」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
第
一
種
学
資
貸
与
金
は
、
優
れ
た
学
生
等
で
あ
っ
て
経
済
的

理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
文
部
科
学
省

令
で
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ

て
経
済
的
理
由
に
よ
り
著
し
く
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認

定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
貸
与
す
る
も
の
と
す
る
。

３
第
二
種
学
資
貸
与
金
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け

た
者
以
外
の
学
生
等
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準

及
び
方
法
に
従
い
、
大
学
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
学
校
に
在
学

す
る
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が

あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
貸
与
す
る
も
の
と
す
る

○
４
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
並
び
に
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
額

及
び
利
率
は
、
学
校
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、

る

こ

と
を
目
的
と
す
る
。

目
的
と
す
る
。

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
三
条
機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の

業
務
を
行
う
。

一
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
優
れ
た
学
生
等

に
対
し
、
学
資
の
貸
与
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

二
～
十
（
略
）

２
（
略
）

（
学
資
の
貸
与
）

第
十
四
条
前
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
と
し
て
貸
与

す
る
資
金
（
以
下
「
学
資
金
」
と
い
う
。
）
は
、
無
利
息
の
学

資
金
（
以
下
「
第
一
種
学
資
金
」
と
い
う
。
）
及
び
利
息
付
き

の
学
資
金
（
以
下
「
第
二
種
学
資
金
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
第
一
種
学
資
金
は
、
優
れ
た
学
生
等
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由

に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経

済
的
理
由
に
よ
り
著
し
く
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
定
さ

れ
惟
陪
帳
に
仰
卜
ｋ
貸
与
す
る
も
の
と
す
る
。

３
第
二
種
学
資
金
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者

以
外
の
学
生
等
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び

方
法
に
従
い
、
大
学
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
学
校
に
在
学
す
る

優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る

も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
貸
与
す
る
も
の
と
す
る
。

４
第
一
種
学
資
金
の
額
並
び
に
第
二
種
学
資
金
の
額
及
び
利
率

は
、
学
校
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
そ
の
学
資

2



第
十
六
条
機
構
は
、
大
学
院
に
お
い
て
第
一
種
学
資
貸
与
金
の

貸
与
を
受
け
た
学
生
等
の
う
ち
、
在
学
中
に
特
に
優
れ
た
業
績

を
挙
げ
峠
咋
に
函
畔
肋
陥
賜
冊
庖
者
に
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
学
資
貸
与
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す

そ
の
学
資
貸
与
金
の
種
類
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

５
第
三
項
の
大
学
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
学
校
に
在
学
す
る
者

で
あ
っ
て
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
の
う
ち

、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、
第
一
種

学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
な
お
そ
の

修
学
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対

し
て
は
、
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
種
学
資
貸
与
金
に
併
せ
て
前
二
項
の
規
定

に
よ
る
第
二
種
学
資
貸
与
金
を
貸
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
貸
与
金
の
貸
与
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
学
資
貸
与
金
の
返
還
の
条
件
等
）

第
十
五
条
学
資
貸
与
金
の
返
還
の
期
限
及
び
返
還
の
方
法
は
、

政
令
で
定
め
る
。

２
機
構
は
、
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
災
害
又
は
傷

病
に
よ
り
学
資
貸
与
金
を
返
還
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
と

き
、
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
返
還

の
期
限
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
機
構
は
、
学
資
貸
与
金
の
貸
与
峅
庖
隅
町
峠
卜
渚
が
死
亡
又
は
精

神
若
し
く
は
身
体
の
障
害
に
よ
り
学
資
貸
与
金
を
返
還
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
学
資
貸
与
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条
機
構
は
、
大
学
院
に
お
い
て
第
一
種
学
資
金
の
貸
与

を
受
け
た
学
生
等
の
う
ち
、
在
学
中
に
特
に
優
れ
た
業
績
を
挙

げ
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
そ
の
学
資
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と
が

（
返
還
の
条
件
等
）

第
十
五
条
学
資
金
の
返
還
の
期
限
及
び
返
還
の
方
法
は
、
政
令

で
定
め
る
。

２
機
構
は
、
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
災
害
又
は
傷
病
に

よ
り
学
資
金
を
返
還
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
と
き
、
そ
の

他
政
令
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
返
還
の
期
限
を

猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
機
構
は
、
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
死
亡
又
は
精
神
若

し
く
は
身
体
の
障
害
に
よ
り
学
資
金
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

学
資
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
５
第
三
項
の
大
学
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
学
校
に
在
学
す
る
者

で
あ
っ
て
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
の
う
ち

、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、
第
一
種

学
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
な
お
そ
の
修
学

を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て

は
、
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
第
一
種
学
資
金
に
併
せ
て
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
第

二
種
学
資
金
を
貸
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
金
の
貸
与
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

ｌ金
の
種
類
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

3
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1|
第
十
七
条
学
資
貸
与
金
の
回
収
の
業
務
の
方
法
に
つ
い
て
は
、

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

第
十
七
条
の
二
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
と

第
十
七
条
の
三
機
構
は
、
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が

し
て
支
給
す
る
資
金
（
以
下
「
学
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）
は

一’

I
二’ 法

に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極

給
す
る
も
の
と
す
る
。

が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
方

科
普
詞
省
令
農
ト
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
か
ら
、
そ
の
支

給
を
受
け
た
学
資
支
給
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は

め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
支

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
部
を
返
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
回
収
の
業
務
の
方
法
）

（
学
資
の
支
給
）

（
学
資
支
給
金
の
返
還
）

学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き

０

学
資
支
給
金
の
額
は
、
学
校
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考

ら
れ
る
と
き
。

学
生
等
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め

（
回
収
の
業
務
の
方
法
）

第
十
七
条
学
資
金
の
回
収
の
業
務
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
文
部

科
学
省
令
で
定
め
る
。

で
き
る
。

（
新
規
）

4



第
二
十
三
条
の
二
機
構
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

21

（
政
府
貸
付
金
等
）

第
二
十
二
条
政
府
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機

構
に
対
し
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
貸

第
十
七
条
の
五

第
十
七
条
の
四
機
構
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
学

与
に
係
る
業
務
（
第
一
種
学
資
貸
与
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
に
要
す
る
資
金
を
無
利
息
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
政
府
は
、
機
構
が
第
十
五
条
第
三
項
又
は
第
十
六
条
の
規
定

渡
し
、

１
．

給
基
金
に
充
て
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
政
府
以
外
の
者
か
ら
出

項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
補
助
金
の
金
額
及
び
学
資
支

す
る
学
資
の
支
給
に
係
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に

に
よ
り
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
返
還
を
免
除
し
た
と
き
は
、
機

構
に
対
し
、
そ
の
免
除
し
た
金
額
に
相
当
す
る
額
の
前
項
の
貸

付
金
の
償
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
学
資
支
給
基
金
を
設
け
、
第
四

例
に
よ
り
、
そ
の
者
か
ら
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
学
資
支
給
金

資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
国
税
徴
収
の

及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

で
き
る
。

の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が

（
学
資
支
給
基
金
）

（
不
正
利
得
の
徴
収
）

（
受
給
権
の
保
護
）

前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税

担
保
に
供
し
、

学
資
支
給
金
又
は
差 の
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り

し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
政
府
貸
付
金
等
）

第
二
十
二
条
政
府
は
、
毎
年
度
予

構
に
対
し
、
第
十
三
条
第
一
項
第

与
に
係
る
業
務
（
第
一

要
す
る
資
金
を
無
利
息

２
政
府
は
、
機
構
が
第

に
よ
り
第
一
種
学
資
金

対
し
、
そ
の
免
除
し
た

の
償
還
を
免
除
す
る
こ

（
新
規
）

（
新
規
）

（
新
規
）

種
学
資
金

で
貸
し
付

十
五
条
第

の
返
還
を

金
額
に
相

と
が
で
き

算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機

一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
貸

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
項
又
は
第
十
六
条
の
規
定

免
除
し
た
と
き
は
、
機
構
に

当
す
る
額
の
前
項
の
貸
付
金

ラ
（
》
。

5
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（
財
務
大
臣
と
の
協
議
）

第
二
十
五
条
文
部
科
学
大
臣
は
、

め
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ

一
第
十
四
条
第
二
項
、
第
三
項

第
二
十
三
条
の
三

、
学
資
支
給
基
金
に
充
て
る
資
金
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る

’
○

な
ら
な

。
）
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
勘
定
を

学
資
支
給
基
金
を

号
中
「
金
銭
信
託
」
と
あ
る
の
は
、
「
金
銭
信
託
で
元
本
補
填

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
四
十
七
条
第
三

分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
学
資
支
給
基
金
の
運
用
に
つ
い
て

え
ん
さ
れ
た
金
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
を
も
っ
て
こ
れ

入
金
は
、
学
資
支
給
基
金
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

条
又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項

令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
。

二
・
三
（
略
）

の
契
約
が
あ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

へ

学
資
支
給
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
子
そ
の
他
の
収

政
府
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し

通
則
法
第
四
十
七
条
及
び
第
六
十
七
条
（
第
七
号
に
係
る
部

区
分
経
理

第
五
章
雑
則

第
六
章
罰
則

い
◎

ー

機
構
は
、

一
」

れ
に
必
要
な
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（

費
用
に
充
て
る
も
の
に
限
る

次
の
場
合
に
は
、

ぱ
な
ら
な
い
。

若
し
く
は
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
文

設
け
て
経
理
し
な
け
れ
ば

、
第
十
七

部
科
学
省

あ
ら
か
じ

（
財
務
大
臣
と
の
協
議
）

第
二
十
五
条
文
部
科
学
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、

め
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

一
第
十
四
条
第
二
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項

七
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
省
令
を
定
め
よ
う

生
き
唇
。

二
・
三
（
略
）

（
新
規
）

『

あ
ら
か
じ

又
は
第
十

と
す
る
と

6



附
則

（
業
務
の
特

第
十
四
条
（

２
（
略
）

３
機
構
が
第

十
七
条
、
第

条
、
第
二
十

い
て
は
、
第

貸
与
金
（
附

を
含
む
。
）

中
「
第
十
三

条
第
一
項
」

十
三
条
第
一

」
と
あ
る
の

の
貸
与
に
係

業
務
（
附
帯

項
中
「
第
十

係
る
業
務
（

と
あ
る
の
は

貸
与
に
係
る

。
）
及
び
附

則の
特

第
三
十
の
垂
遅

に
処
一
●

一
一
一

四
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
学
資
支
給
基
金
を
運
用
し
た

ｌ
と
き
。 第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
通
則
法
第

条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ

反
行
為
を
し
た
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料

す
る
。

二
（
略
）例

等
）

（
略
）

第
一
種

「
第
十

業
務
（

則
第
十

｜
項
に
規

十
八
条
第

三
条
及
び

十
七
条
中

則
第
十
四

」
と
、
第

条
」
と
あ

と
、
第
十

項
第
一
号

は
「
第
十

る
業
務
及

す
る
業
務

三
条
第
一

第
一
種
学
資
貸
与
金
に

四
条
第
一
項
に
規
定
す

学
資
貸
与
金
に

三
条
第
一
項
第

定
す
る
業
務
を
行
う

一
項
、
第
十
九
条
第

第
三
十
条
第
二
号
の う

「
学
資
貸
与
金
」
と
あ
る
の
は
「
学
資

条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
学
資
金

十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
第
二
号

る
の
は
「
第
十
三
条
及
び
附
則
第
十
四

九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
中
「
第

に
規
定
す
る
学
資
の
貸
与
に
係
る
業
務

三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資

び
附
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

を
除
く
。
）
」
と
、
第
二
十
二
条
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
貸
与
に

金
」
と
あ
る
の
は
「
学
資

規
定
す
る
第
一
種
学
資
金

項
及
び
第
三
十
条
第
二
号

十
三
条
及
び
附
則
第
十
四

及
び
第
二
十
三
条
中
「
第

学
資
の
貸
与
に
係
る
業
務

第
一
号
に
規
定
す
る
学
資

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

」
と
、
第
二
十
二
条
第
一

規
定
す
る
学
資
の
貸
与
に

る
学
資
の
貸
与
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
」

一
号
に
規
定
す
る
学
資
の

の
に
限
る
。
）
」

規
定
す
る
学
資
の

場
合
に
お
け
る
第

第
一
項
、
第
二
十
二

の
規
定
の
適
用
に
つ

係
る
も
の
に
限
る

る
業
務
（
附
帯
す

第
三
十
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
違
反
行
為
を
し
た
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料

〆
に
処
す
る
。

一
・
二
（
略
）

（
新
規
）

32第
四務第へ十帯係の一一三､~'附い条十 十へ
条,-､十第 附

則

業
務
の
特
例
等
）

四
条
（
略
）

（
略
）

機
構
が
第
一
項
に
規

七
条
、
第
十
八
条
第

、
第
二
十
三
条
及
び

て
は
、
第
十
七
条
中

則
第
十
四
条
第
一
項

」
と
、
第
十
八
条
第

条
」
と
あ
る
の
は
「

と
、
第
十
九
条
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す

は
「
第
十
三
条
第
一

る
業
務
及
び
附
則
第

す
る
業
務
を
除
く
。

三
条
第
一
項
第
一
号

十
七
条
中

第
一
種

第
一
項

一

一
一
一

種
学
資
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
貸
与
に
係
る
業

学
資
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
附
則
第
十

に
規
定
す
る
業
務
（
附
帯
す
る
業
務
を
除
く
。
）

「
学
資
金
」
と
あ
る
の
は
「
学
資
金
（

条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
学
資
金
を
含
む
。

十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
第
二
号
中
「
第
十

る
の
は
「
第
十
三
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
一
項

九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
中
「
第
十
三
条
第

に
規
定
す
る
学
資
の
貸
与
に
係
る
業
務
」
と
あ
る

三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
貸
与
に

び
附
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（
附

を
除
く
。
）
」
と
、
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第

項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
貸
与
に
係
る
業
務

定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第

一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
二

第
三
十
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ

7



る
業
務
を
除
く
。

項
又
は
第
十
六
条

る
の
は
「
第
十
五

り
第
一
種
学
資

十
四
条
第
二
項

と
さ
れ
る
旧
育 資

一

種
学
資
金

貸
与
金
の
返
還
を
免
除

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

育
英
会
法
第
二
十
三
条
第

」
と
す
る
。 金

の
返
還
を
免
除

一
十
三
条
第

条
第
三
項
若
し
く
は
第
十
六
条
の
規
定
に
よ

ー

の
規
定
に
よ
り
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
と
あ

し
た
と
き
又
は
附
則
第

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と

」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
三

三
項
の
規
定
に
よ
り
第

」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
五

と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
第
三
項

四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

さ
れ
る
旧
育
英
会
法
第
二
十
三
条
、
第
十
六
条

そ
の
効
力
を

第
三
項
」
と

条
第
三
項
又
は
第
十
六
条
」

又
は
附
則
第
十

有
す
る
こ
と
と

す
る
。

8



○

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

9

別
表
第
一
（
第
三
十
条
の
九
、
第
三
十
条
の
二
十
三
、
第
三
十
条

の
二
十
八
、
第
三
十
条
の
三
十
関
係
）

へ

略
…

四
十
七
の
五

独
立
行

政
法
人
日

本
学
生
支

援
機
構

へ

略
一

提
供
を
受
け

る
国
の
機
関

又
は
法
人

へ

略
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に
よ
る
同
法
第
十

三
条
第
一
項
第
一
号
の
学
資
の
貸
与
及
び
支
給

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る

も
の

へ

略
シ

事
務

改
正
案

別
表
第
一
（
第
三
十
条
の
九
、
第
三
十
条
の
二
十
三
、
第
三
十
条

の
二
十
八
、
第
三
十
条
の
三
十
関
係
）

へ

略
…

四
十
七
の
五

独
立
行

政
法
人
日

本
学
生
支

援
機
構

（
略
）

提
供
を
受
け

る
国
の
機
関

又
は
法
人

へ

略
一

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に
よ
る
同
法
第
十

三
条
第
一
項
第
一
号
の
学
資
の
貸
与
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

（
略
）

事
務

現
行



○
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）

狗
政
注
人
日
木

目
本
学
支
援
鯉

支
援
機
に
よ
ス

の
貸
昼

』
』
〕
へ
蕊
今
岩
哨
一
‐

政
注
医
療
保
険
者
そ
め
医
療
保
険
各
娃

学
生
他
の
法
令
に
よ
る
そ
の
他
の
法
令

構
法
医
療
に
関
す
る
給
に
よ
る
医
療
昨

学
資
付
の
支
給
を
行
う
関
す
る
給
付
の

及
び
こ
と
と
さ
れ
て
い
支
給
に
関
す
ス

関
す
る
者
情
報
で
あ
っ
て

で
あ
主
務
省
令
で
市

狗
政
注
人
日
本
豊

ロ
本
学
支
援
機
鐸

支
援
機
に
よ
る
巻

の
貸
与
症

す
る
事
窪

源
保
険
者
そ
め
医
療
保
険
各
辻

の
法
令
に
よ
る
そ
の
他
の
法
今

僚
に
関
す
る
給
に
よ
る
医
療
吃

の
支
給
を
行
う
関
す
る
給
付
の

と
と
さ
れ
て
い
支
給
に
関
す
ス

者
情
報
で
あ
つ
〒

主
努
首
冬
口
で
菅

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

10

改
正
案

現
行



っ
て
主
務
省

令
で
定
め
る

も
の

■■■■■■■■■■■

－

省
令
で
定
め

る
も
の

－

一

11

国
民
年
金
法
そ
の

他
の
法
令
に
よ
る

年
金
で
あ
る
給
付

の
支
給
を
行
う
こ

と
と
さ
れ
て
い
る

者 市
町
村
長

都
道
府
県
知
事
等

都
道
府
県
知
事

国
民
年
金
法
そ

の
他
の
法
令
に

よ
る
年
金
で
あ

る
給
付
の
支
給

に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
主
務

省
令
で
定
め
る

も
の

地
方
税
関
係
情

報
又
は
住
民
票

関
係
情
報
で
あ

っ
て
主
務
省
令

で
定
め
る
も
の

生
活
保
護
関
係

情
報
で
あ
っ
て

主
務
省
令
で
定

め
る
も
の

障
害
者
関
係
情

報
で
あ
っ
て
主

務
省
令
で
定
め

る
も
の

国
民
年
金
法
そ
の

他
の
法
令
に
よ
る

年
金
で
あ
る
給
付

の
支
給
を
行
う
こ

と
と
さ
れ
て
い
る

者 市
町
村
長

都
道
府
県
知
事
等

都
道
府
県
知
事

国
民
年
金
法
そ

の
他
の
法
令
に

よ
る
年
金
で
あ

る
給
付
の
支
給

に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
主
務

省
令
で
定
め
る

も
の

地
方
税
関
係
情

報
又
は
住
民
票

関
係
情
報
で
あ

っ
て
主
務
省
令

で
定
め
る
も
の

生
活
保
護
関
係

情
報
で
あ
っ
て

主
務
省
令
で
定

め
る
も
の

障
害
者
関
係
情

報
で
あ
っ
て
主

務
省
令
で
定
め

る
も
の
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独立行政法人学生支援機構法の一部を改正する法律案

く用例集＞
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↑

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
三
条
（
略
）

二
外
国
人
留
学
生
、
我
が
国
に
留
学
を
志
願
す
る
外
国
人

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律

第
九
十
四
号
）

及
び
外
国
に
派
遣
さ
れ
る
留
学
生
に
対
し
、
学
資
の
支
給

そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

三
～
十
（
略
）

２
（
略
）

（
特
定
公
益
信
託
の
要
件
等
）

第
二
百
十
七
条
の
二
（
略
）

２
（
略
）

３
（
略
）

一
～
三
（
略
）

○
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）

四
学
生
又
は
生
徒
に
対
す
る
学
資
の
支
給
又
は
貸
与

五
～
十
二
（
略
）

４
．
５
（
略
）

－1 ‐



F寶写霊一

（
学
資
金
の
貸
与
）

第
九
十
八
条
防
衛
大
臣
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
大
学
（
大
学
院
を
含
む
。

）
に
在
学
す
る
学
生
で
、
政
令
で
定
め
る
学
術
を
専
攻
し
、

修
学
後
そ
の
専
攻
し
た
学
術
を
応
用
し
て
自
衛
隊
に
勤
務
し

よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
選
考
に
よ
り
学
資
金
を
貸
与
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
貸
与
金
の
額
は
、
政
令
で
定
め
る
。

３
第
一
項
の
貸
与
金
に
は
、
利
息
を
附
さ
な
い
。

４
防
衛
大
臣
は
、
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号

の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
貸
与
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一
修
学
後
政
令
で
定
め
る
年
数
以
上
継
続
し
て
隊
員
で
あ

っ
た
と
き
。

二
修
学
後
隊
員
で
あ
っ
た
者
が
公
務
に
因
る
災
害
の
た
め

心
身
に
故
障
を
生
じ
、
第
四
十
二
条
第
二
号
の
規
定
に
該

当
し
て
免
職
さ
れ
た
と
き
、
又
は
同
条
第
四
号
の
規
定
に

該
当
し
て
免
職
さ
れ
た
と
き
。

三
死
亡
又
は
心
身
障
害
に
よ
り
貸
与
金
の
返
還
が
で
き
な

く
な
っ
た
と
き
。

５
前
四
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
金
の
貸
与
及
び
返

還
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る

○
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

（
従
前
の
被
貸
与
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
六
条
前
条
の
規
定
の
施
行
前
に
育
英
会
が
し
た
貸
与
契
約
に
よ
る
学

資
の
貸
与
及
び
貸
与
金
の
返
還
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号

）

附
則
抄

－2 ‐

第14条第1項等関係



第15条見出し関係

｢○○金の返還の▲▲」

（
基
金
の
返
還
の
制
限
）

第
二
百
三
十
六
条
基
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
弁
済
は
、
そ

の
余
の
清
算
一
般
社
団
法
人
の
債
務
の
弁
済
が
さ
れ
た
後
で

な
け
れ
ば
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

○
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）

（
生
活
資
金
の
返
還
の
免
除
）

第
十
四
条
機
構
は
、
前
条
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
貸
付
け
を

受
け
た
者
が
死
亡
又
は
心
身
障
害
に
よ
り
当
該
貸
付
け
を
受
け
た
資
金
（

以
下
「
生
活
資
金
」
と
い
う
。
）
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た

と
き
は
、
生
活
資
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き

プ
（
》
。

○
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十

三
号
）
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（
学
資
の
貸
与
）

第
十
四
条
前
条
第
一
項
第
一

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律

第
九
十
四
号
）

与
す
る
資
金
（
以
下
「
学
資
金
」
と
い
う
。
）
は
、
無
利
息

の
学
資
金
（
以
下
「
第
一
種
学
資
金
」
と
い
う
。
）
及
び
利

息
付
き
の
学
資
金
（
以
下
「
第
二
種
学
資
金
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。

２
～
６
（
略
）

号
に
規
定
す
る
学
資
と
し
て
貸

‐4－
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第17条の2関係

「優れた学生等であって経済的理由により修学に困難があるもののうち、文部科学省

令で定める基準及び方法に従い、特に優れたものであって経済的理由により○○修学

に困難があるものと認定された者に対して▲▲するものとする」

（
学
資
の
貸
与
）

第
十
四
条
（
略
）

２
第
一
種
学
資
金
は
、

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五

》
年
法
律
第
九
十
四
号
）

対
し
て
貸
与
す
る
も
の
と
す
る
。

ｂ

３
～
６
（
略
）

’
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
著

、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い

済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
の
う
ち

し
く
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
に

優
れ
た
学
生
等
で
あ
っ
て
経

〈
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第17条の2関係

｢著しく」 と 「極めて」を使い分けている例

（
計
画
遂
行
が
極
め
て
困
難
と
な
っ
た
場
合
の
免
責
）

第
二
百
三
十
五
条
再
生
債
務
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と

（
再
生
計
画
の
変
更
）

第
二
百
三
十
四
条
小
規
模
個
人
再
生
に
お
い
て
は
、
再
生
計

画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
後
や
む
を
得
な
い
事
由
で
再
生
計

○
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）

画
を
遂
行
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
な
っ
た
と
き
は
、
再

生
債
務
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
再
生
計
画
で
定
め
ら
れ
た
債

務
の
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
は
、
変
更
後
の
債
務
の
最
終
の
期
限
は
、
再
生
計
画
で
定

め
ら
れ
た
債
務
の
最
終
の
期
限
か
ら
二
年
を
超
え
な
い
範
囲

で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
３
（
略
）

め
て
困
難
と
な
り
、
か
つ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
再
生
債
務
者
の
申
立
て
に
よ

り
、
免
責
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
第
二
百
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た

後
の
各
基
準
債
権
及
び
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
各
再
生
債
権
に
対
し
て
そ
の
四
分
の
三
以
上
の
額
の
弁

済
を
終
え
て
い
る
こ
と
。

二
第
二
百
二
十
九
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
請
求
権
（
第

二
百
三
十
二
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
た
だ
し
書
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
第
百
五
十

六
条
の
一
般
的
基
準
に
従
っ
て
弁
済
さ
れ
る
部
分
に
限
る

。
）
に
対
し
て
そ
の
四
分
の
三
以
上
の
額
の
弁
済
を
終
え

が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
再
生
計
画
を
遂
行
す
る
こ
と
が
極

で
あ
る
こ
と
。

２
～
９
（
略
）

四
前
条
の
規
定
に
よ
る
再
生
計
画
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難

て
い
る
こ
と
。

三
免
責
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
再
生
債
権
者
の
一
般
の
利
益
に
反
す
る

も
の
で
な
い
こ
と
。
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第17条の2関係

｢に対して支給するものとする」

○
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
九
十
五
号
）

（
恩
給
法
と
の
調
整
）

ｕ
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
従
前
の
例
に
よ
る
扶
養
親
族
た

る
資
格
を
有
す
る
者
が
二
人
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
特
別
手

当
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
前
の
例
に
よ
る
順

位
に
よ
り
先
順
位
に
あ
る
者
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
同
順

位
者
が
数
人
あ
る
と
き
は
、
そ
の
全
員
に
対
し
て
支
給
す
る

も
の
と
す
る
。

附
則
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
抄
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第17条の2関係

｢○○の額は、学校等の種別その他の事情を考慮して、政令で定めるところによる」

（
学
資
の
貸
与
）

第
十
四
条
（
略
）

２
．
３
（
略
）

４
第
一
種
学
資
金
の
額
並
び
に
第
二
種
学
資
金
の
額
及
び
利

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律

第
九
十
四
号
）

学
資
金
の
種
類
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

５
．
６
（
略
）

率
は
、
学
校
等
の
種
別
そ
．
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
そ
の

第17条の2関係

｢ ・ ・に定めるもののほか、○○に関し必要な事項は、政令で定める。 」

2第
’十へ
5四学
条資
へへの

略略貸
､-ハー〆与
一

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律

第
九
十
四
号
）

６
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
金
の
貸
与
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

’
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一
三

（
特
別
給
付
金
の
返
還
等
）

第
六
条
特
別
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
は

、
国
士
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
支
給
を

受
け
た
特
別
給
付
金
に
相
当
す
る
金
額
を
日
本
国
有
鉄
道
に

返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
そ
の
支
給
に
係
る
退
職
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

以
内
に
職
員
、
常
勤
の
国
家
公
務
員
若
し
く
は
地
方
公
務

員
又
は
特
殊
法
人
等
職
員
と
な
っ
た
と
き
。

二
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
一
般
の
退
職
手
当
等
の
全
部

又
は
一
部
を
返
納
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

○
日
本
国
有
鉄
道
の
経
営
す
る
事
業
の
運
営
の
改
善
の
た
め
に

昭
和
六
十
一
年
度
に
お
い
て
緊
急
に
講
ず
べ
き
特
別
措
置
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
七
十
六
号
）

（
交
付
資
金
の
返
還
）

第
四
十
四
条
機
構
は
、
資
金
交
付
を
受
け
た
原
子
力
事
業
者
の
損
害
賠
償

の
履
行
の
状
況
に
照
ら
し
、
当
該
原
子
力
事
業
者
に
対
す
る
当
該
資
金
交

付
の
額
か
ら
当
該
履
行
に
充
て
ら
れ
た
額
を
控
除
し
た
額
の
全
部
又
は
一

部
が
、
当
該
履
行
に
充
て
ら
れ
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
額
を
機
構
に
対
し
納
付
す
る
こ
と
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

◎
○
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十

四
号
）

－9－



第17条の3関係

｢○○が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、

一 ・ ・ ・ ・ ．とき。

。 ． ・ ・ ・とき。
一

一

● ● ●

◎

」

（
指
定
の
取
消
し
等
）

第
二
十
二
条
（
略
）

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、

○
精
神
保
健
福
祉
士
法
（
平
成
九
年
十
二
月
十
九
日
法

律
第
百
三
十
一
号
）

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
指

定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
試
験
事
務
の
全

部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

一
第
十
条
第
三
項
各
号
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ

三
第
十
二
条
、
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

又
は
前
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

四
第
十
三
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
試
験
事
務
規

程
に
よ
ら
な
い
で
試
験
事
務
を
行
っ
た
と
き
。

五
次
条
第
一
項
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二
第
十
一
条
第
二
項
（
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
第
三
項
又

は
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き

◎

指
定
試
験
機
関
が
次
の
各
号

（
委
員
の
解
任
）

第
十
九
条
機
構
の
理
事
長
は
、

○
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
八
月
十
日
法

律
第
九
十
四
号
）

る
に
至
っ
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
そ
の
委
員
を
解
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
と
き
。

二
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

れ
る
と
き
。

四
職
務
上
の
義
務
違
反
が
あ
る
と
き
。

三
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら

委
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
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一
一

（
補
助
金
の
返
還
）

第
七
条
国
は
、
国
庫
か
ら
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
地
方
公

○
へ
き
地
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
三
号

）

度
の
補
助
金
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

う
（
》
◎一
補
助
金
を
補
助
の
目
的
以
外
の
目
的
に
使
用
し
た
と
き

共
団
体
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と

き
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
そ
の
後
の
補
助
金
の
全
部
又
は

一
部
の
交
付
を
や
め
る
と
と
も
に
、
既
に
交
付
し
た
当
該
年

三
補
助
に
係
る
施
設
を
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
補
助
の

目
的
以
外
の
目
的
に
使
用
し
、
又
は
文
部
科
学
大
臣
の
許

可
を
受
け
な
い
で
処
分
し
た
と
き
。

四
補
助
金
の
交
付
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

五
虚
偽
の
方
法
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
。

二
正
当
な
理
由
が
な
く
て
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
年
度

内
に
補
助
に
係
る
施
設
を
設
け
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き

。。

（
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
加
算
、
減
額
及
び
返
還
）

第
十
五
条
（
略
）

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
超
過
交
付
額
が

総
務
省
令
で
定
め
る
時
期
に
交
付
す
べ
き
震
災
復
興
特
別
交

○
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）

附
則
抄

務
大
臣
が
定
め
る
額
を
返
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
当
該
地
方
団
体
か
ら
当
該
額
を
返
還
さ
せ
る
場
合
に
は

、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
地
方
団
体
の

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
平
成
三
十
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は

、
超
過
交
付
額
が
生
じ
た
地
方
団
体
に
つ
い
て
、
総
務
省
令

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
地
方
団
体
か
ら
当
該
超

過
交
付
額
を
返
還
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て

、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
地
方
団
体
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

付
税
の
額
を
超
え
る
地
方
団
体
に
つ
い
て
、
総
務
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
超
え
る
額
を
限
度
と
し
て
、
総

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
超
過
交
付
額
を
返
還
さ
せ
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第17条の3関係

機構法体系において「文部科学省令で定めるところにより」を使用している例

（
特
に
優
れ
た
業
績
に
よ
る
返
還
免
除
）

第
八
条
（
略
）

２
前
項
の
認
定
は
、
大
学
院
に
お
い
て
第
一
種
学
資
金
の
貸

与
を
受
け
た
学
生
の
う
ち
、
当
該
大
学
院
を
置
く
大
学
の
学

長
が
学
内
選
考
委
員
会
（
機
構
に
対
し
て
同
項
の
認
定
を
受

け
る
候
補
者
と
し
て
推
薦
す
べ
き
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六

年
政
令
第
二
号
）

こ
ろ
に
よ
り
当
該
大
学
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の

議
に
基
づ
き
推
薦
す
る
者
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

者
に
つ
い
て
、
そ
の
専
攻
分
野
に
関
す
る
論
文
そ
の
他
の
文

部
科
学
省
令
で
定
め
る
業
績
を
総
合
的
に
評
価
す
る
こ
と
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３
（
略
）

を
調
査
審
議
す
る
機
関
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と

第17条の3関係

「その者から、その支給を受けた○○の額に相当する金額の全部又は一部を▲▲こと

ができる。 」

（
不
正
利
得
の
徴
収
）

第
十
一
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
就
学
支
援
金

の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は

○
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）

一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
（
略
） Ｉ
受
け
たＩ
受
け
た

、
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り
、
そ
の
者
か
ら
、
そ
の
支
給
を

就
学
支
援
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
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一
一

（
貸
与
契
約
の
解
除
並
び
に
貸
与
の
休
止
及
び
保
留
）

第
六
条
（
略
）

一
・
二
（
略
）

○
矯
正
医
官
修
学
資
金
貸
与
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
十

三
号
）

三
学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と

き
。

四
～
六
（
略
）

２
．
３
（
略
）

言
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第17条の4関係

不正利得の徴収について規定している例

（
不
正
利
得
の
徴
収
）

第
三
十
四
条
都
道
府
県
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ

り
特
定
医
療
費
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

者
か
ら
、
そ
の
特
定
医
療
費
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部

又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
．
３
（
略
）

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

六
年
法
律
第
五
十
号
）

（
不
正
利
得
の
徴
収
）

第
七
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
給
付
を
受

け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り
、
そ
の
者
か
ら
、
そ
の

受
け
た
給
付
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
（
略
）

○
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特

別
措
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）
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第17条の5関係

受給権の保護について規定している例

（
受
給
権
の
保
護
）

第
十
二
条
就
学
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡

し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

◎

○
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
二
年
法
律
第
十
八
号
）

二
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第23条の2関係

基金について規定している例

（
学
術
研
究
助
成
基
金
）

第
十
八
条
振
興
会
は
、
第
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
の

う
ち
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の

４
政
府
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
振
興
会

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第

百
五
十
九
号
）

３
通
則
法
第
四
十
七
条
及
び
第
六
十
七
条
（
第
七
号
に
係
る

２
学
術
研
究
助
成
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
子
そ
の

亀’
付
を
受
け
た
補
助
金
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る

ｌ
◎

’部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
学
術
研
究
助
成
基
金
の
運
用

十
七
条
第
三
号
中
「
金
銭
信
託
」
と
あ
る
の
は
、
「
金
銭
信

他
の
収
入
金
は
、
学
術
研
究
助
成
基
金
に
充
て
る
も
の
と
す

託
で
元
本
補
て
ん
の
契
約
が
あ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も

に
対
し
、
学
術
研
究
助
成
基
金
に
充
て
る
資
金
を
補
助
す
る

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
四

及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め

に
学
術
研
究
助
成
基
金
を
設
け
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交

こ
と
が
で
き
る
。

の
と
す
る
。

（
基
金
）

第
十
三
条
機
構
は
、
第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
の
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯

す
る
業
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
助
成
業
務
」
と
い
う
。
）
の
財
源

を
そ
の
運
用
に
よ
っ
て
得
る
た
め
に
基
金
を
設
け
、
第
五
条
第
二
項
後
段

○
独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

六
十
七
号
）

し
て
政
府
以
外
の
者
か
ら
出
え
ん
さ
れ
た
金
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金

額
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

２
通
則
法
第
四
十
七
条
及
び
第
六
十
七
条
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
は
、
基
金
の
運
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
通
則
法
第
四
十
七
条
第
三
号
中
「
金
銭
信
託
」
と
あ
る
の
は
、
「

金
銭
信
託
で
元
本
補
て
ん
の
契
約
が
あ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

３
機
構
は
、
基
金
の
運
用
に
よ
り
生
ず
る
利
子
そ
の
他
の
運
用
利
益
金
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
金
の
運
用
利
益
金
」
と
い
う
。
）
を
、
助
成

業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
以
外
の
用
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
第
十
一
条
第
一
項
の
業
務
の
う
ち
助
成
業
務
以
外
の
も
の
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
研
修
等
業
務
」
と
い
う
。
）
の
遂
行
上
特
に
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
助
成
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
文
部
科
学

大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
基
金
の
運
用
利
益
金
を
研
修
等
業
務
の
財
源
に

充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
機
構
は
、
基
金
の
運
用
利
益
金
の
う
ち
未
使
用
の
部
分
の
額
に
相
当
す

る
金
額
を
、
助
成
業
務
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
留
保
さ
れ
る
べ
き
負
債

と
し
て
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

の
規
定
に
よ
り
政
府
が
示
し
た
金
額
及
び
基
金
に
充
て
る
こ
と
を
条
件
と
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第23条の2関係

｢補助金の金額」

（
所
得
税
の
特
例
）

第
一
条
個
人
が
、
政
府
又
は
全
国
の
区
域
を
地
区
と
す
る
農

業
協
同
組
合
連
合
会
か
ら
平
成
十
五
年
度
の
水
田
農
業
経
営

確
立
助
成
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
場
合
、
全
国
の
区
域
を

地
区
と
す
る
農
業
協
同
組
合
連
合
会
か
ら
平
成
十
五
年
度
の

と
も
補
償
に
係
る
事
業
（
農
業
者
の
拠
出
金
及
び
政
府
か
ら

交
付
を
受
け
た
と
も
補
償
事
業
費
か
ら
成
る
資
金
か
ら
米
穀

の
生
産
調
整
の
実
施
の
態
様
に
応
じ
て
補
償
金
を
交
付
す
る

事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
く
補
償
金
の
交
付
を

受
け
た
場
合
及
び
市
町
村
若
し
く
は
農
業
協
同
組
合
又
は
都

道
府
県
知
事
が
地
方
農
政
局
長
と
協
議
し
て
水
田
作
付
体
系

転
換
緊
急
推
進
事
業
（
生
産
調
整
対
象
水
田
面
積
の
う
ち
の

平
成
十
二
年
度
か
ら
の
拡
大
分
に
係
る
水
田
に
つ
い
て
飼
料

用
稲
及
び
そ
ば
の
生
産
の
拡
大
及
び
定
着
を
推
進
す
る
事
業

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
実
施
主
体
と
し
て
認
め
た
団
体

か
ら
平
成
十
五
年
度
の
水
田
作
付
体
系
転
換
緊
急
推
進
事
業

に
基
づ
く
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
個
人

の
平
成
十
五
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
そ
の
交
付
を
受

け
た
水
田
農
業
経
営
確
立
助
成
補
助
金
の
金
額
、
そ
の
交
付

を
受
け
た
補
償
金
の
金
額
の
う
ち
当
該
個
人
に
係
る
と
も
補

償
事
業
費
の
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
財
務
省
令
で
定

め
る
金
額
及
び
そ
の
交
付
を
受
け
た
水
田
作
付
体
系
転
換
緊

○
平
成
十
五
年
度
の
水
田
農
業
経
営
確
立
助
成
補
助
金
等
に
つ

い
て
の
所
得
税
及
び
法
人
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
六
年
法
律
第
二
号
）

急
推
進
事
業
に
基
づ
く
補
助
金
の
金
額
の
合
計
額
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
補
助
金
等
の
金
額
」
と
い
う
。
）
は
、
所

得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
一
時
所
得
に
係
る
収
入
金
額
と
み
な
し
、
か
つ
、
そ
の
交
付
の
基
因

と
な
っ
た
農
地
に
係
る
損
失
又
は
費
用
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

の
額
は
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
補
助
金
等
の
金
額
を
超
え
る
部
分
の
金
額

を
除
き
、
当
該
一
時
所
得
に
係
る
同
条
第
二
項
の
支
出
し
た
金
額
と
み
な

す
。

－17－
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第23条の2関係

｢元本補てん」ではなく 「元本補填」 との語を使用することとしている例

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年

政
令
第
二
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
中
略
）

第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
九
条
の
三
第
一
項
第
二
号

○
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
四
号
）

」
を
「
元
本
補
填
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
条
の

三
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号
」
に

改
め
る
。

」
を
「
第
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号
」
に
、
「
元
本
補
て
ん

第23条の2関係

｢毎年度予算の範囲内において」

第
二
十
二
条
政
府
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

機
構
に
対
し
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資

の
貸
与
に
係
る
業
務
（
第
一
種
学
資
金
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）
に
要
す
る
資
金
を
無
利
息
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き

プ
（
》
◎

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律

第
九
十
四
号
）

（
政
府
貸
付
金
等
）

（
補
助
金
）

第
二
十
三
条
政
府
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て

、
機
構
に
対
し
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学

資
の
貸
与
に
係
る
業
務
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
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｢罰案酉葎一弓司
準用する通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用した独立行政法人の役員を過

料に処する例

第
二
十
四
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
振
興
会
の
役
員
は
、
二
十
万

円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一
・
二
（
略
）

三
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
通
則
法
第
四

十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
学
術
研
究
助
成
基
金
を
運

用
し
た
と
き
。

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
五
十
九
号
）

附則第2条関係

｢○○は、○○の規定により○○を定めようとするときは、施行日前においても、○

○との協議をすることができる」

附
則

（
準
備
行
為
）

第
三
条
（
略
）

２
（
略
）

○
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
百
十
一
号
）

３
市
町
村
長
は
、
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

く
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
に
協
議
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

４
（
略
）

す
る
と
き
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
条
第
三
項
に

規
定
す
る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
の
意
見
を
聴

り
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
を
定
め
よ
う
と

－20‐



一
己

第
三
十
条
国
士
交
通
大
臣
は
、
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
又

○
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

と
す
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

は
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
国
士
交
通
省
令
を
定
め
よ
う

（
財
務
大
臣
と
の
協
議
）

附
則

（
社
会
保
障
審
議
会
へ
の
諮
問
等
）

第
六
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
最
初
の
中
期
目
標
の
策
定
に
必

○
日
本
年
金
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
九
号
）

に
諮
問
す
る
こ
と
及
び
財
務
大
臣
と
の
協
議
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

要
な
準
備
と
し
て
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
社
会
保
障
審
議
会

－21 －

附則第2条関係

｢施行日前においても財務大臣との協議」



附貝|｣第3条関係

準備行為規定のほか政令への委任規定を定める例

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
条
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に

関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
施
行
前
の
準
備
）

第
二
条
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
増
進
法
（
以
下
「

新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
三
項
の
登
録
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
そ
の

申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
新
法
第
二
十
六
条
の
八
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
試
験
業
務
規
程
の
認
可
の
申
請
に
つ
い
て

も
、
同
様
と
す
る
。

○
健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律

第
五
十
六
号
）

附
則

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条
前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必

要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
（
略
）

（
経
過
措
置
）

第
三
条
（
略
）

（
準
備
行
為
）

第
二
条
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適

正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
の
二

十
二
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て

も
、
新
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
五
条
第
一

項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
許
可
申
請
書
又
は
添
付
書
類
で
あ
っ

て
虚
偽
の
記
載
の
あ
る
も
の
を
提
出
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

３
法
人
の
代
表
者
、
法
人
又
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者

が
、
法
人
又
は
人
の
営
業
に
関
し
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、

行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
、
同
項
の
刑
を
科

す
る
。

○
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
五
号
）

附
則
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附則第4条関係

｢政府は、 この法律の施行後○年を経過した場合において、 この法律の施行の状況を

勘案し、▲▲について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて

所要の見直しを行うものとする。 」

○
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（

平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）

２
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た

場
合
に
お
い
て
、

’し、
こ
の
唖
宏
崖
匡

こ
の
法
律
の

所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て

附
則
抄

（
検
討
）

規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案必

附則第4条関係

｢○○に係る制度の在り方」

（
検
討
）

第
七
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場

合
に
お
い
て
、
新
法
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
新
法
第

四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
選
定

及
び
選
定
後
に
お
け
る
生
息
地
等
の
保
護
、
保
護
増
殖
事
業

等
の
取
組
が
、
科
学
的
知
見
を
活
用
し
つ
つ
、
一
層
積
極
的

か
つ
計
画
的
に
促
進
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
制
度
並
び

に
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
の
個

○
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る

法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）

体
等
の
登
録
に
係
る
制
度
の
在
り
方
を
含
め
、
新
法
の
規
定

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

◎

附
則
（
平
成
二
五
年
法
律
第
三
七
号
）
抄
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附則第5条関係

複数法律の同一の文言を改正する場合において表中の特定の項を改正する場合の例

附

（
教
科

第
四
条
、
義
務

一
教
年
法

二
教
第
十

三
国
十
九

四
義
保
に
十
七

五
学
三
条

六
女

四
条

○
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年

法
律
第
四
十
六
号
）

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「

、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

一
教
科
書
の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項

二
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号

三
国
有
財
産
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百

十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
第
七
号

四
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
教
育
の
政
治
的
中
立
の
確

保
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
五

十
七
号
）
第
二
条
第
一
項

五
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項

六
女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の
確
保

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第

二
条
第
一
項

七
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
四
十
七
条
の
四
第

一
項

八
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号

）
第
二
十
四
条

九
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六

十
四
号
）
第
九
十
五
条
第
二
項

書
の
発
行
に
関
す

則
（
抄
）

る
臨
時
措
置
法
等
の

一
部
改
正
）

の
下
に
「

十
九
年
法
律
第
六
十
七
号
）
別
表
七
の
項

十
九
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）

第
二
条
第
二
項

十
八条 平

成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
別
表
義
務
教
育
施
設
の
項

十
六
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年

法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
三
条
及
び
第
十
八
条

十
七
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
十
三

十
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
十
三
条
第
一

項
十
一
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項

十
二
学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
の
た
め
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
教

育
職
員
の
人
材
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第

二
号
）
第
二
条
第
一
項

十
三
私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
九

条
十
四
文
部
科
学
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
四
条

第
七
号
及
び
第
十
一
号

十
五
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（

駐
留
軍
等
の
再
編
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成

‐24－



一
一

附
則
（
抄
）

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

○
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の

銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律

第
六
十
二
号
）

別
表
第
一
の
十
二
の
項
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
の
届
出

」
の
下
に
「
、
同
法
第
六
十
三
条
の
二
の
登
録
、
同
法
第

六
十
三
条
の
六
第
一
項
の
届
出
」
を
加
え
る
。

｢爾羅言稟雷葎一
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の別表中の

文言を改正する場合の改め方の用例

附
則
（
抄
）

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

○
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八

年
法
律
第
六
十
三
号
）

別
表
第
一
の
七
の
項
及
び
別
表
第
二
の
八
の
項
中
「
里

親
の
認
定
、
養
育
里
親
の
登
録
」
を
「
養
育
里
親
若
し
く

は
養
子
縁
組
里
親
の
登
録
、
里
親
の
認
定
」
に
改
め
る
。

’
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理由関係
~~､

｢大学等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、 もって教育の機会均等に寄与

するため、 」

を
図
り
、
も
っ
て
教
育
の
機
会
均
等
に
寄
与
す
る
た
め
、
公

立
高
等
学
校
に
つ
い
て
授
業
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
と
す
る

と
と
も
に
、
公
立
高
等
学
校
以
外
の
高
等
学
校
等
の
生
徒
等

が
そ
の
授
業
料
に
充
て
る
た
め
に
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金

の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
必
要
が
あ
る

。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

○
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校

等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年

法
律
第
十
八
号
）
に
お
け
る
理
由

高
等
学
校
等
に
お
け
る
教
育
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減

理
由

理由関係

｢○○の業務に・ ・ ・業務を追加する」 I

○
災
害
時
に
お
け
る
石
油
の
供
給
不
足
へ
の
対
処
等
の
た
め
の

石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
七
六
号
）
に
お
け
る
理
由

○
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
に
お
け
る
理
由

業
務
を
追
加
す
る

、
こ
の
法
律
案
を

東
日
本
大
震
災
の

態
を
踏
ま
え
、
災
害

る
た
め
、
特
定
の
石

の
供
給
に
係
る
連
携

付
け
る
等
の
措
置
を

的
な
開
発
を
促
進
す

・
金
属
鉱
物
資
源
機 石

害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
に
改
組
し
、
そ
の
業
務
に
廃
炉
等

を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
に
関
す
る
研
究
及
び
開
発
等

の
業
務
を
追
加
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律

案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

原
子
力
事
業
者
に
よ
る
廃
炉
等
の
適
正
か
つ
着
実
な
実
施
の

確
保
を
図
る
た
め
、
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
を
原
子
力
損

理
由

理
由

油
精
製
業
者
等
に
災

携
に
関
す
る
計
画
の
作

を
講
ず
る
と
と
も
に
、

す
る
た
め
、
独
立
行
政

機
構
の
業
務
に
石
炭
資

等
の
措
置
を
講
ず
る
必

提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
炭
資

発
生
に
よ
り
石
油
の
供
給
が
不
足
し
た
事

時
に
お
け
る
石
油
の
供
給
不
足
に
対
処
す

油
精
製
業
者
等
に
災
害
時
に
お
け
る
石
油

に
関
す
る
計
画
の
作
成
及
び
届
出
を
義
務

講
ず
る
と
と
も
に
、
石
炭
資
源
等
の
効
果

る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス

の
作
成
及
び
届
出
を
義
務

に
、
石
炭
資
源
等
の
効
果

行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス

源
等
の
開
発
に
係
る

る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
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○
犯
罪
被
害
財
産
等
に
よ
る
被
害
回
復
給
付
金
の
支
給
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
七
号
）
に
お
け
る
理
由

に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律

案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

犯
罪
の
被
害
者
の
保
護
を
一
層
充
実
さ
せ
る
た
め
、
財
産
犯

等
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
そ
の
被
害
を
受
け
た
者
か
ら
得
た
財
産

（
犯
罪
被
害
財
産
）
の
没
収
又
は
そ
の
価
額
の
追
徴
に
よ
り
得

た
財
産
等
を
用
い
て
、
当
該
犯
罪
行
為
に
よ
り
財
産
的
被
害
を

受
け
た
者
等
に
対
す
る
被
害
回
復
給
付
金
の
支
給
を
行
う
た
め

理
由

－27－

理由関係

｢支給を行うために必要な事項を定める必要がある。 」



○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
附
則
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
読
替

足
に
よ
る
読
替

◎

（
穫
立
金
の
処
分
）

十
八
条
機
構
は
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
皇

定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
田

標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
癌

第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
左

た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
美

そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
の
承
麹

け
た
金
額
を
、
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
廼

間
に
係
る
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
由

画
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た

は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
第
十
三
条
及
び
附
則
鍾

条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
討
原
に
充
て
る
こ
と
が
病

（
長
黛
借
入
金
届

十
九
条
機
構
は

賞
の
貸
与
に
係
る

句
理
科
函
引
引
淵
劉
司
制

回
収
の
陛
縢
牒
脾
防
朧
ト
ー
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

化
條
Ｉ
階
厩
偵
慣
瞳
仏
呼
卜
附
則
第
十
四
基

一
種
学
資
金
を
含
む
。
）
の
回
収
の
華

，
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

蝋
臣笛I指

（
長
黛
借
入
金
乃

弟
十
九
条
機
構
片

資
の
貸
与
に
係
ス

科
学
大
臣
の
認
可

（
穰
立
金
の
処
分
）

十
八
条
機
構
は
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
損

定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
期
日

標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
通
則
法

第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ

た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
の
承
認
を
零

け
た
金
額
を
、
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期

間
に
係
る
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計

画
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き

は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
第
十
三
条
に
規
定
す
る
業
慾

の
財
原
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
巨
収
の
業
務
の
方
法
）

十
七
条
学
資
貸
与
金
の
回
収
の
業
務
の

又
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

【
改
正
後
】

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

当
ラ
デ
」
渭

晩
前
智

又
ま
ョ
衣

1

読
替
後

読
替
前



第
二
十
二
条

構
に
対
し
、

（
補
助
金
）

第
二
十
三
条

構
に
対
し
、

構
に
対
し
、

第
三
十
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
違
反
行
為
を
し
た
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。

る
た
め
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借
入
金
を

し
、
又
は
日
本
学
生
支
援
債
券
（
以
下
「
債
券
」
と
い
う
。
）

を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
６
（
略
）

２
政
府
は
、
機
構
が
第
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
十
六
条
の

業
務
を
除
く
。
）
に
要
す
る
資
金
を
無
利
息
で
貸
し
付
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

与
に
係
る
業
務
（
第
一
種
学
資
貸
与
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
及
び
附
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（
附
帯
す
る

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
貸

す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
育
英
会
法
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定

規
定
に
よ
り
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
返
還
を
免
除
し
た
と
き
又

に
よ
り
第
一
種
学
資
金
の
返
還
を
免
除
し
た
と
き
は
、
機
構
に

対
し
、
そ
の
免
除
し
た
金
額
に
相
当
す
る
額
の
前
項
の
貸
付
金

の
償
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

（
附
帯
す
る
業
務
を
除
く
。
）
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
政
府
貸
付
金
等
）

一
十
二
条
政
府
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
貸

政
府
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機

第
三
十
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
違
反
行
為
を
し
た
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。

第
二
十
二
条

構
に
対
し
、

（
補
助
金
）

第
二
十
三
条

構
に
対
し
、

学
生
支
援
債
券
（
以
下
「
債
券
」
と
い
う
。
）
を
発
行
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
～
６
（
略
）

２
政
府
は
、
機
構
が
第
十
五
条
第
三
項
又
は
第
十
六
条
の
規
定

与
に
係
る
業
務
（
第
一
種
学
資
貸
与
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。

Ｉ）
に
要
す
る
資
金
を
無
利
息
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
よ
り
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
返
還
を
免
除
し
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1．独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案の概要について

1．学資の支給制度の創設

（1）独立行政法人日本学生支援機構法への学資の支給業務の位置付け

独立行政法人日本学生支援機構法（以下「法」 という｡）の目的規定（法第3条）

及び業務規定（法第13条第1項第1号）に「学資の支給」を位置付ける。

（2）対象者

学資の支給は、優れた学生等であって経済的理由により修学に困難があるもののう

ち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由に

より極めて修学に困難があるものと認定された者（※）に対し支給するものとする。

（法第17条の2）

（※）現行の第一種学資金（無利子の貸与金）の対象者については、 「特に優れた

者であって経済的理由により著しく修学に困難があるものと認定された者」 と

規定されている。 （法第14条第2項）

（3）学資支給金の返還

学資支給金の支給を受けた者が、大学等における学業成績が著しく不良となった又

は学生等たるにふさわしくない行為があったと認められるときは、支給された学資支

給金を返還させることができることとする。 （法第17条の3）

（4）不正利得の徴収

偽りその他不正の手段により学資支給金の支給を受けた者があるときは、国税徴収

の例により、支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる

ものとする。 （法第17条の4）

（5）受給権の保護

学資支給金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえること

ができないものとする。 （法第17条の5）

2．学資支給基金の創設等

（1）学資支給基金の創設

学資の支給に係る業務等に要する費用に充てるため、 「学資支給基金」 （以下「基金」

という。）を設け、政府からの補助金の金額及び基金に充てることを条件として政府

以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものと

する。 （法第23条の2第1項）
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（2）基金の運用

基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、基金に充てるものとするととも

に、基金の運用については、独立行政法人通則法第47条（余剰金の運用）の規定を準

用することとし、同条の規定に違反して基金を運用したときには、独立行政法人日本

学生支援機構（以下「機構」 という｡）の役員は、 20万円以下の過料に処することと

する。 （法第23条の2第2項～第4項、法第30条第3号）

（3）区分経理

機構は、学資の支給に係る業務等については、特別の勘定を設けて経理しなければ

ならないこととする。 （法第23条の3）

3．学資支給金制度の創設に伴う所要の規定の整備

現行法第14条第1項において、学資として貸与する資金を「学資金」 と定義してい

るが、学資として支給する資金である学資支給金の創設に伴い、両者の区別を明確に

するため、前者を「学資貸与金」に改めることとする。 （法第14条、第15条、第16条、

第17条、第22条及び附則第14条関係）

4．施行期日

平成29年4月1日

5．留意事項

予算関連法案及び日切れ扱い法案を予定。

（1）予算関連法案である理由

本法案は、平成29年度における学資の支給に係る予算の執行と一体不可分の関係に

あり、本法案が成立しなければ平成29年度における学資の支給を行うことができない

ため。

（2） 日切れ扱い法案である理由

本法案の趣旨は、学資の支給の実施により経済的負担が軽減され、これにより学生

等の進学を促すことにあることから、新学年が始まる4月以降に可能な限り早急に学

資の支給を開始することが必要であるため。
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2．給付型奨学金の必要性について

1．我が国における子どもの貧困の状況は、先進国の中でも厳しい状況(OECD加盟国

34か国中25位） と、 この10年の間で悪化し、義務教育段階における就学援助の対象とな

る要保護児童生徒及び準要保護児童生徒数及び割合も上昇傾向（16人に1人(H7)→6人

に1人(H25))にある。

こうした家庭の経済状況は、子供の「学力」や「進学」に影響しており、全国学力・

学習状況調査を活用した調査によれば、世帯年収が高いほど学力が高い傾向が示されて

いる。また、世帯年収及び学力の相関は進学先にも影響を及ぼし、それによる学歴の差

によって正規雇用率にも格差が生まれ、 さらには、生涯賃金にも大きな影響を及ぼして

いる現状がある。このような連鎖を断つためには、教育自体の充実はもとより、教育の

機会均等の一層の確保が求められている。

2． こうした状況の中、高等教育段階においては、政府における公財政支出の割合はOE

CD諸国の中で最低水準となっており、諸外国と比較しても教育費に占める家計負担の

割合が非常に高く、家計の経済状況が進学率にも大きな影響を与えることとなっている。

さらに、公的機関による給付型の奨学金制度が存在していないのは、OECD諸国の

中では日本及びアイスランドのみであるが、アイスランドにおいては設置されている大

学の大半にあたる国公立大学の授業料がそもそも無償であることも踏まえると、我が国

の高等教育における教育費負担の軽減は急務である。

3．機構では、 これまでも奨学金事業の充実に努めているところであるが、貸与された奨

学金の返還を大きな負担ととらえ、進学を断念してしまう高等学校生等も一部に存在し

ている。

また、大学等へ進学した者の実態としても、平均世帯と比較した場合の貸与年額の差

はおよそ2倍となるなど、低所得者世帯ほど奨学金の貸与額が大きくなっており、多く

の債務を抱えながら卒業している状況にある。

4． このため、意欲と能力のある若者が経済的理由により進学を断念することがなく、そ

の進学を後押しすることを可能とするため、学資の支給について機構の目的及び業務と

して位置付け、経済的理由により極めて修学が困難となる者に対する援助を行う必要が

ある。
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3． 目的規定及び業務の範囲への追加（第三条及び第十三条関係）

(規定の趣旨）

1．現行の法の目的規定では、学生の経済的負担の軽減に関して「 ・ ・ ・教育の機会均等

に寄与するために学資の貸与その他学生等（ ・ ・ ・ ）の就学の援助を行い、 ・ ・ ・ 」 と

規定し、主要な業務である学資の貸与についてのみ明示する形としている。

今回創設する給付型奨学金については、機構が実施する学生の経済的負担の軽減に関

する業務の中でも、重要な位置づけとなるものであることから、当該目的規定において、

学資の貸与と併せて学資の支給についても明記することが適当である。

また､同様に法第十三条の機構の業務としても学資の支給を明記することとしている。

(規定ぶりについて）

2．現行の法においては、留学生に対する給付型の支援について、法第13条第1項第2号

において「 ・ ・ ・学資の支給その他必要な援助を行うこと｡」と規定していることから、

これに倣い「学資の支給」 と規定することとしている。

(貸与と支給の規定の順について）

3．学生に対する援助の手厚さという観点では、 「学資の支給」が第一となるが、我が国

においては、独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構」 という｡）の前身である大

日本育英会（昭和18年発足）時代より、学生等には貸与を受けた学資を返還させ、そ

れにより次の世代の進学を助ける形で循環させていくとの考え方に立って、貸与型の奨

学金を中心に据え、学生等の経済的負担軽減に努めてきたところである。

4．実際の学資の支給額については、学資の貸与との併給を前提に検討が進められてきた

ところであり、学資の支給を受けることのみにより進学が可能となるような額とはしな

い予定である。このため、学生等にとって、支給は貸与に取って代わるものではなく、

学資の支給制度の導入後も、学生等の経済的負担軽減に関しては、学資の貸与が原則で

ある点について変更はない。

5．なお、第一種学資金（以下「第一種」 という｡） と第二種学資金（以下「第二種」 と

いう。）に係る規定の順序については、第一種を先に規定しているところであるが、こ

れは援助内容における手厚さの観点に基づくものではない。すなわち、第二種について

は、無利子の奨学金を経済的負担軽減策の原則としつつ、高等教育機会の拡大に伴う奨

学金需要の増加に対応するための方策として、昭和59年に導入されたものであることに

よるものである。

6． このため、独立行政法人日本学生支援機構法（以下「機構法」 という｡）上の規定の

順序としては、引き続き、学生の経済的負担軽減策の原則の順で規定することが適切で

あり、 「貸与」を先に規定し、その後に「支給」を新たに規定することとしている。
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4．学資の支給（新設第十七条の二）

1．法第十七条の二については、学資支給制度の必要性も踏まえ、 「意欲と能力」及び「経

済的状況」を踏まえて機構が判断することとし、その要件として、それぞれ以下のとお

りとする。

（1） 「意欲と能力」

学資の支給は、学資の貸与と同様に、限られた財源の中で対象者を選定して支援する

ものであり、その対象者については、給付するにふさわしい学力水準等を設定すること

が適切である。他方で、あまりに厳しすぎる条件を設定し、対象者を過度に限定するこ

とは、制度趣旨を踏まえると適切ではないと考えられることから、法律上は第一種学資

金と同様の規定ぶりとし、運用上も同様に高等学校における成績の評定平均値3.5程度

を要件として設定することとする。

（2） 「経済的状況」

本制度は従来の貸与型奨学金のみでは進学を断念せざるを得ない者について、その進

学を後押しするためのものであり、従来の貸与型奨学金の要件を満たす者（第一種学資

金については「経済的理由により著しく修学に困難があるもの｣）の中でも、相対的に

厳しい状況にあり、大学等への進学率が低い層に属する者を対象とすることとし、 「経

済的理由により極めて修学に困難があるもの」を要件として設定することとする。

この「極めて修学に困難がある」 とする世帯等としては、具体的には、課税所得がな

い、

①学資支給金申請時に児童養護施設に入所していた者や里親の元で生活を送って

いた者などの社会的養護を必要としていた者

②生活保護世帯の高校生等

③住民税非課税世帯の高校生等

等を想定している。 （なお、予算事業である高校生等奨学給付金（高校における給付型

奨学金）の対象者も住民税非課税世帯に対して給付されている｡）

これらの世帯に属する高校生等の進学率の実態としては、全世帯平均での大学等進学

率が約7～8割であるのに対して、その半分にも満たない割合となっており、進学断念

者が多数存在していることが想定される。

(参考：世帯の状況別進学率）

児童養護施設の子供の大学等進学率 ： 22． 6％（※厚労省調査）

生活保護世帯の子供の大学等進学率 ： 31． 7％（※厚労省調査）

住民税非課税世帯の子供の大学等進学率：約40％（※文部科学省による推計）

全世帯の大学等の現役進学率 ： 73． 2％（学校基本調査より算出）

2．学資として支給する金額については、貸与型奨学金と同様に「学校種等の種別その他

の事情を考慮して、政令で定める」 と規定することとし、その詳細は政令において規定

することとしている。この「学校種等の種別その他の事情」 としては、例えば、国公私
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の別をはじめ、通学形態（自宅・自宅外)、学資を受給する者が置かれている詳細な経

済事情（児童養護施設等の社会的養護を必要としていた者、授業料減免措置を受けてい

る場合、支給対象と認められた者の中での収入格差）などの状況が考えられ、現時点に

おいては以下のような支給額の設定を考えている。

◆毎月の支給月額について（基本額）

◆入学時特別支給について（増額事項）

児童養護施設退所者、里親出身者等の社会的養護を必要としていた学生等につい

ては、基本的には、大学等入学前に入所していた施設等から出所することとなるこ

と、また、その際に近親者からの支援が困難であることを踏まえ、毎月の支給月額

の他、入学の際に一時金として24万円を支給する。

◆国費による重複支援の整理について（減額事項）

本制度は教育の機会均等の実現のための国費による個人支援であることも踏まえ、

国費による個人支援（授業料減免）を受けている者に対する支給月額については、

当該支援の内容を踏まえた支給月額とする。 （減額幅については調整中）
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学校種 設置主体 通学形態 支給月額

大学、短大、専門学校 国立、公立 自宅 2万円

大学、短大、専門学校 国立、公立 自宅外 3万円

大学、短大、専門学校 私立 自宅 3万円

大学、短大、専門学校 私立 自宅外 4万円



5．学資支給金の返還（新設第十七条の三）

1．本制度による学資の支給は、経済的に困難な状況にある生徒等の進学を後押しすると

ともに、進学後においては、学生等の本務である学業を継続できるようにするために支

給するものである。

このため、学資支給金の支給を受けているにもかかわらず、学業を全うしているとは

言い難い状況（標準的な修業年限での卒業が困難（留年等） となるなど学業成績が著し

く不良となる、懲戒処分をうける等）に陥ったと認められる者に対しても支給を行うこ

とは、当該学資支給金の目的に照らすと適切ではないことから、このような条件に該当

することとなった者に対しては、機構が、支給した学資支給金に相当する額を返還させ

ることができることとする旨を規定することとする。

(できる規定としていることについて）

2．学資支給金の返還事由に該当した場合であっても、特段の事情として、例えば、交通

事故等による負傷により学業成績が著しく不良となったと認められる場合等、制度趣旨

にそぐわない支給であったかについて、本人の帰責性の有無を考慮することが適当と考

えられる場合もある。

3． このような場合おいても、必ず学資支給金の返還を求めるとすることは、進学の後押

しをするという制度の趣旨に照らしても不適切であると考えられ、学業不振等の状況に

該当するに至った場合であっても、その背景も考慮した上で、実際に返還を求めるかど

うかを機構が判断すべきであることから、 「できる」規定とすることとする。
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6．不正利得の徴収（新設第十七条の四）

1．学資支給金の支給を受ける基準等を満たしていないにもかかわらず、偽り又は不正の

手段等によってその支給を受けている者が存在する場合には、機構は、速やかにその返

還を求めるとともに、当該支給された学資支給金に相当する額を確実に徴収することが

必要であることから、不正利得の徴収にかかる規定を新設することとする。

2．第1項は、偽りその他不正の手段を用いて学資支給金の支給を受けた者に対しては、

その受給額に相当する金額の全部又は－部を国税徴収の例によって徴収し、不正受給に

対して事後的に是正する措置を講じ、学資支給金の支給の適正な運営を図ることとした

ものである。

「偽りその他不正の手段」 としては、学生又は生徒本人が、受給資格がないにもかか

わらず認定の申請を行うといったケースのほか、学校推薦を行う際に評定平均を偽って

申請するといった学校の関係者による不正な行為等が想定される。

第2項は、前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐもの

とすることを規定したものである。
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7．受給権の保護（新設第十七条の五）

1．受給者が過去の債務のために学資支給金の受給権を差し押さえられたり、融資を受け

る等の一時的な利益のために長期間にわたる学資支給金の支給を受ける権利を失うこと

で、経済的事情により進学を断念せざるを得ない者の高等教育への進学を後押しすると

いう学資支給金の趣旨が没却されることのないよう、学資支給金を確実に受給権者に帰

属させることが必要であることから､受給権の保護にかかる規定を新設することとする。

2．本条は、学資支給金の支給を受ける権利が一身専属的であり、譲り渡し、担保に供し

たり、又は差し押さえることができない旨を定めたものである。

′ したがって、仮に学資支給金の支給を受ける権利を譲り渡し、担保に供し又は差し押

さえても、本条の規定により、無効となる。

また、差押え禁止の対象となる差押えについては、民事執行法上の差押えのみではな

く、国税徴収法上の差押えについても禁止されるものである。
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8．学資支給金の非課税措置について（公租公課の禁止規定を置く必要がないことに

ついて）

(非課税措置にかかる規定を設けないことについて）

1．今回創設する学資支給金制度は、意欲と能力があるにもかかわらず、経済的事情によ

り進学を断念せざるを得ない者の高等教育への進学を後押しするために創設するもので

ある。仮に支給される学資支給金について、租税その他の公課を課すこととなると、奨

学生に対する負担感解消の効果が損なわれ、制度の趣旨が没却される可能性がある。そ

のため、学資支給金として支給を受けた金銭は、非課税とする必要がある。

2． この点、学資支給金は、所得税法上、非課税の対象とされている「学資に充てるため

に給付される金品」 （所得税法第9条第1項第15号）に該当するところ、 この取扱いに

ついては、地方税法上の個人都道府県民税所得割及び個人市町村民税所得割についても

同様となっている（地方税法第32条第2項、第313条第2項)。

また、 「その他の公課」 としては社会保険料等があるが、 これらについて所得を標準

として算定する場合には、当該制度の法令において所得税法上非課税とされている所得

を算定の基礎から除外しているため、学資支給金についても同様に所得からは除かれる

こととなる。

したがって、学資支給金として支給を受けた金銭に対して課税されることはないこと

から、法に公租公課の禁止に係る規定を設ける必要はない。

(公租公課の禁止規定を置かずに差押禁止規定のみを置く例）

3．なお、今回の学資支給金と同様に、所得税法上の非課税所得に該当する金銭給付であ

ることから公租公課の禁止規定は置かず、その給付を受ける権利に対する差押え等を禁

止する規定のみを置く例としては、

・自動車損害賠償保険法上の被害者の保険会社に対する損害賠償額支払請求権及び仮

払金請求権並びに政府に対する損害填補請求権（所得税法9条1項17号、同法施行

令第30条により非課税）

等がある。
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9．学資支給基金（新設第二十三条の二）

（学資支給基金の必要性）

1．学資支給金制度は、児童養護施設等の出身者、生活保護世帯及び住民税非課税世帯の

学生等などの、経済的に極めて修学が困難な状況にある者の大学等への進学を後押しす

るために創設するものであり、学資支給金の支給に支障が生じた場合、受給者の学業の

継続が困難となる可能性が高いと考えられる。そのため、年度途中で予算不足により学

資支給金の支給が打ち切られることがないよう、安定的かつ確実な支給を担保する制度

を構築することが不可欠である。

2． しかしながら、学資支給金の支給にあたっては、主に以下の（1）及び（2）の理由

から、各年度の所要額をあらかじめ正確に見込むことが難しく、単年度予算による執行

を採用した場合には、当該年度に必要とされる資金が不足し、受給者への支給の安定性

に影響が生じる可能性がある。

（1）進学動向の予測の困難性

下記の事情から、前年度の進学動向から次年度の進学動向をある程度予想できたと

しても、不確定要素が多く含まれており、正確な学資支給金の需要額の予測は困難で

ある。

・ 高等教育における進学先選択の動向は、経済全体の状況やそれによって影響

を受ける世帯の年収の状況に大きく影響を受けること

． ．予測が困難な当人の入学者選抜の結果次第で、例えば、授業料が相対的に安

価な国立大学に進学することもあれば、相対的に高価な私立大学に進学するこ

とも有り得ること 等

（2）緊急採用者数の予測の困難性

学資支給金についても、学資貸与金と同様に、大学の進学後に家計が急変し修学が

困難になった学生を対象として、緊急的に受給者と認定すること （以下「緊急採用」

という｡）も検討しているところ、現行制度においても緊急採用に該当する学生の数

は社会全体の経済的状況に大きく影響を受け、年度ごとの採用人数に大きな乖離が生

じている。

したがって、学資支給金について緊急採用の仕組みをを導入した場合、経済状況次

第で年度当初の予想を大きく上回る額の学資支給金を支出する必要が生じる可能性が

ある。

3． こうした状況を踏まえ、年度を越えた弾力的な支出を可能とするための仕組みを整備

する必要があることから、機構に学資支給基金を設置することとする。

（学資支給基金の概要）

4．機構は、学資支給金制度の実施に係る業務等に要する費用に充てるため、基金を設け、

毎年度、予算の範囲内において政府から補助される資金等をもってこれに充てることと
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する。なお、機構は、基金の財産を取り崩すことによって、受給資格者に学資支給金の

支給を行うこととしている。

（参考）平成29年度における基金規模は約70億円

（基金の運用によって生じた利子その他の収入金の扱い）

5．一般に基金の元本も含めて取り崩すことを予定している「取崩し型基金」においては、

基金の運用益は基金に繰り入れて業務の財源として使用することが適切であることか

ら、学資支給基金についても、利子その他の収入金を基金に充てる旨を規定する。

(基金の運用）

6．基金は、学資の支給の確実な実施のための不可欠な財源であり、その運用にあたって

は安全性の高いものに限定する必要があることから、業務上の余裕金の運用について規

定した独立行政法人通則法第47条の規定を準用することとする。

具体的には、

①国際、地方債、政府保証債その他主務大臣の指定する有価証券の取得、

②銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金、

③信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補填の契約があるもの

以外によって運用してはならないこととする。

－12－



10．区分経理（新設第二十三条の三）

（区分経理の概要）

1．学資支給基金の創設に伴い、年度を超えた弾力的な支出が可能となることとに鑑み、

複数年度にわたる執行の適切性と管理の透明性を確保するため、学資支給基金にかかる

業務については区分経理をすべきものとする。

（区分経理を法に設ける必要性）

2．区分経理を行うこと自体は、省令で義務付ける又は機構の自主的な判断によって実施

することは事実上は可能であるが、基金については予算の単年度主義の原則の例外で

あることから、閣議決定（｢経済財政運営と改革の基本方針2014」 （平成26年6月24日

閣議決定)）においても、財政規律の観点から厳に抑制することとされており、執行状

況についても公表を行うこととされている。

上記閣議決定の内容も踏まえると、執行の適切性と管理の透明性の確保につb

度的担保が求められるところであり、省令や機構の自主的判断によって区分龍

うこととするのではなく、法律において区分経理を義務付けることとしている。

執行の適切性と管理の透明性の確保については制

省令や機構の自主的判断によって区分経理を行

3．
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11．財務大臣との協議（第二十五条）

1．本条は、機構が、国からの財政的支援を受けて業務を行うものであることから、主務

大臣が財務にかかわる事項であって通則法に規定されていない事項に関する規定を定め

る等の場合に、財務大臣に協議をしなければならないことを定めている。

2． この点、現在においては、法第14条第2項、第3項若しくは第5項に基づき、学資貸

与金の対象者の基準及び方法を文部科学省令で定める場合には、当該基準及び方法によ

って貸与対象者の範囲が大きく変わり、財政的支援の額も大きく変動する可能性がある

ことから、財務大臣と協議の上で定めることとしている。

3．学資の支給に関して、法第17条の2第1項に基づき支給対象者の基準及び方法に関す

る文部科学省令を定める場合においても、学資の貸与の場合と同様に、その設定によっ

て財政的支援の額も大きく変動する可能性があることから、当該省令を定めるにあって

は財務大臣との協議を行うこととすることとする。
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12．罰則（第三十条）

1．法第二十三条の二に基づく基金は、学資の支給の確実な実施のために不可欠な財源で

あり、その運用にあっても安全性の高いものに限定する必要があることから、法第二十

三条の二第三項において、業務上の余裕金の運用について規定した通則法第47条の規定

を準用しているところである。

2． この基金は、多数の学生等に対して、その学生生活の上で必要な資金の支援を行うも

のであり、仮に通則法第47条の規定に違反した運用が行われ、元本割れなどの損失が発

生した場合には、支給を受けている学生へも大きな影響が及ぶこととなり、基金を設け

た趣旨を没却する恐れがある。

3． したがって、基金の対象となる学資の支給を安定的に行うことを担保するため、罰則

規定を設けることとするものである。

4．なお、独立行政法人に基金を設けた場合に同様の罰則を設けている例として、独立行

政法人日本学術振興会法などが挙げられる。
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13．施行期日について（附則第一条）

1．学資の支給については、経済的に厳しい状況に置かれる学生等の進学を後押しするこ

とを制度の趣旨としており、平成30年度に大学等に進学する者から本格的に支給をする

こととしているが、進学後の経済的負担が特に厳しい学生に対しては、平成29年度から

給付を開始することとしている。

そのため、本法案の施行期日を平成29年4月1日と規定することとする。

2．なお、平成30年度からの本格的な実施にあっても、進学の後押しの観点からは、高等

学校等在学中の一定の時期（推薦入試等が始まる秋頃）までに、学生等本人がその対象

となるかどうかについて明かとなるようにするため、高等学校等在学時に事前の選定等

を行うこととしており、この事前の選定は、現行の学資の貸与と同様に高等学校等の最

終年次の4月頃から始めることを想定している。このため、平成30年度の支給に係る選

定等の手続きを行う上でも、平成29年4月1日に施行されていることが必要である。
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14．準備行為（附則第二条）

1．新設する法第17条の2第1項に規定する文部科学省令（支給対象者選定にあっての基

準及び方法を定めるもの）を定めるにあたっては、法第25条に基づき財務大臣に協議し

なければならず、改正法の施行時に省令を制定するため、改正法の施行日前に協議を行

うことが可能となるよう規定を設けることとしている。

2． これは、本法案の審議が平成29年に開会される次期通常国会において予算関連法案か

つ日切れ法案としての審議がなされる見込みであり、その場合における、およそのスケ

ジュール感としては以下を考えていることから、法案成立後、施行までの間に、準備行

為として省令制定に関する財務大臣との協議をするための本規定が必要である。

(参考：想定しているスケジュール）

1月下旬 ： 法案の閣議決定

2月中～下旬 ： 衆議院における審議

3月上～中旬 ： 参議院における審議

法案成立後速やか

～3月末まで ： 法第二十五条に基づく財務大臣協議

※平成29年に開会される国会において、文部科学省から予算関連法案は2本提出される

見込みであるが、本改正法案の審議が先行される見込みである。
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15．検討（附則第四条）

1．学資支給金制度は、経済的に困難な状況にある生徒等の進学を後押しするために新た

に創設するものであり、また、税を原資として運用されるものであるところ、その政策

効果について不断の検証を実施することが必要である。また、子どもの貧困の状況は時

の社会経済情勢等に応じて変化しうるものであること等も踏まえれば、本制度の施行後

一定期間を経過した後に、制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて所要の見直しを行うことが適当であることから、検討条項を設

けることとする。

2．なお、検討を行う時期を「施行後5年を経過した場合」 としたのは、本格実施初年度

となる平成30年度に採用された学生が､大学学部を卒業する時期を踏まえたものである。
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16．住民基本台帳法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の一部改正（附則第五条）

1．今回、法第13条第1項第1号を改正し、機構の業務の範囲に「学資の支給」を位置づ

けることとなるが、学資の支給に関する事務については、学資の貸与に関する事務と同

様に、本人からの申請に基づき当該内容の事実確認等をした上で支給の対象者を選定す

ることとなる。このため、貸与の場合と同様に申請に対する受理、審査等において、本

人確認情報を確認することが可能となるよう住民基本台帳法及び特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律を改正する必要がある。

2．なお、規定ぶりとしては、法第13条第1項第1号の改正により、機構の業務として「経

済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対し、学資の貸与及び支給その他必要

な援助を行うこと」 となることから、改正後の法第13条第1項第1号の規定ぶりとの並

びをとって、 「学資の貸与」 とされているところを「学資の貸与及び支給」 と改めるこ

ととしている。
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独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案

（説明要旨）

この法律案は、大学等における教育に係る経済的負担の

軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため、特に

優れた学生等であって経済的理由により極めて修学に困難

があるものと認定された者に対して学資を支給する業務を

独立行政法人日本学生支援機構の業務に追加するものであ

ります。

(法律案の概要）

1．改正内容

（1）学資の支給制度の創設

①独立行政法人日本学生支援機構法への学資の支給の業務の位置付け

独立行政法人日本学生支援機構法（以下「法」 という。 ）の目的規定（法第3

条）及び業務規定（法第13条第1項第1号）に「学資の支給」を位置付けること

とする。

②対象者

学資の支給は、優れた学生等であって経済的理由により修学に困難があるもの

のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済

的理由により極めて修学に困難があるものと認定された者に対し支給するものと

する。

③学資支給金の返還

独立行政法人日本学生支援機構は、大学等における学業成績が著しく不良とな

った又は学生等たるにふさわしくない行為があったと認められるときは、その者

から、その支給を受けた学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を返還さ

せることができることとする。

（2）学資支給基金の創設等

①学資支給基金

学資の支給の業務に要する費用に充てるため、学資支給基金を設けることとす

る。

②区分経理

学資の支給に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならな

いこととする。

2．施行期日

平成29年4月1日


